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平成２７年第１回南関町議会定例会（第４号）

平成２７年３月１８日

午前１０時００分開議

於    議    場

１．議事日程

開会宣告

議事日程の報告

日程第１ 議案第１号 南関町課設置条例等の一部を改正する条例の制定について

日程第２ 議案第２号 南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

日程第３ 議案第３号 南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第４ 議案第４号 南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条例の

制定について

日程第５ 議案第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて

日程第６ 議案第６号 南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務

の特例に関する条例の制定について

日程第７ 議案第７号 南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

日程第８ 議案第８号 南関町町民交通災害共済条例を廃止する条例の制定につい

て

日程第９ 議案第９号 南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の制定について

日程第10 議案第10号 南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定め

る条例の制定について

日程第11 議案第11号 南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

日程第12 議案第12号 南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

日程第13 議案第13号 南関町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第14 議案第14号 南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第15 議案第15号 平成26年度南関町一般会計補正予算（第６号）について

日程第16 議案第16号 平成26年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について
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日程第17 議案第17号 平成26年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について

日程第18 議案第18号 平成26年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について

日程第18 議案第19号 平成26年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

について

日程第20 議案第20号 平成26年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）について

日程第21 議案第21号 平成26年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算

（第４号)について

日程第22 議案第22号 平成26年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について

日程第23 議案第23号 平成26年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）

について

日程第24 議案第24号 平成27年度南関町一般会計予算について

日程第25 議案第25号 平成27年度南関町国民健康保険特別会計予算について

日程第26 議案第26号 平成27年度南関町公共下水道事業特別会計予算について

日程第27 議案第27号 平成27年度南関町簡易水道事業特別会計予算について

日程第28 議案第28号 平成27年度南関町介護保険事業特別会計予算について

日程第29 議案第29号 平成27年度南関町介護サービス事業特別会計予算について

日程第30 議案第30号 平成27年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予算につい

て

日程第31 議案第31号 平成27年度南関町後期高齢者医療特別会計予算について

日程第32 議案第32号 平成27年度南関町宅地分譲事業特別会計予算について

日程第33 議案第33号 南関町過疎地域自立支援計画の変更について

日程第34 議案第34号 業務委託変更契約の締結について

日程第35 議案第35号 南関町教育長の任命につき同意を求めることについて

日程第36 議員派遣の件

日程第37 委員会報告について

「文教厚生常任委員会・陳情付託の件」

陳情第４号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求

める陳情

追加日程第１ 議案第36号 南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて
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追加日程第２ 議員提出議案第１号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・

大幅増員を求める意見書（案）

追加日程第３ 閉会中の継続審査について

「総務産業常任委員会・請願付託の件」

請願第３号 「通学路の安全確保のための歩道及び横断歩道ライ

ン・街灯設置」を求める請願書

追加日程第４ 閉会中の継続調査について

「文教厚生常任委員会」

追加日程第５ 閉会中の継続調査について

「総務産業常任委員会」

追加日程第６ 閉会中の継続調査について

「議会運営委員会」

２．出席議員は次のとおりである。（１１名）

１番 立 山 比呂志 君         ２番 杉 村 博 明 君

３番 井 下 忠 俊 君         ４番 立 山 秀 喜 君

５番 境 田 敏 高 君         ６番 打 越 潤 一 君

７番 鶴 地  仁  君         ９番 山 口 純 子 君

10番 本 田 眞 二 君         11番 橋 永 芳 政 君

12番 酒 見  喬 君

３．欠席議員（１名）

８番 田 口  浩  君

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名（１２名）

町 長 佐 藤 安 彦 君  住 民 課 長 菅 原  力  君

副 町 長 本 山 一 男 君  福 祉 課 長 北 原 宏 春 君

教 育 長 大 里 耕 守 君  経 済 課 長 西 田 裕 幸 君

総 務 課 長 永 松 泰 子 君  建 設 課 長 古 澤  平 君

会 計 管 理 者 木 村 浩 二 君  教 育 課 長 島 﨑  演  君

まちづくり推進課長 大 木 義 隆 君  延 寿 荘 長 福 井 隆 一 君

５．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名（２名）

議会事務局長 寺 本 一 誠 君  書 記 坂 口 智 美 君
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開議 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 起立。礼。おはようございます。

これから本日の会議を開きますが、８番議員が身体不調のために欠席されるとい

うお届けが出ておりますのでお知らせをいたしておきます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 議案第１号 南関町課設置条例等の一部を改正する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第１、議案第１号、南関町課設置条例等の一部を改正する

条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。

以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号、南関町課設置条例等の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 議案第２号 南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第２、議案第２号、南関町行政手続条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。
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［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号、南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 議案第３号 南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第３、議案第３号、南関町議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号、南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第４号 南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条例の制

定について

○議長（酒見 喬君） 日程第４、議案第４号、南関町産業経済費補助金交付条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。
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［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号、南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議案第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て

○議長（酒見 喬君） 日程第５、議案第５号、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のと

おり可決されました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

日程第６ 議案第６号 南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の

特例に関する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第６、議案第６号、南関町教育長の勤務時間、休日、休暇

等及び職務専念義務の特例に関する条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号、南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念

義務の特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第７ 議案第７号 南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第７、議案第７号、南関町防災会議条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題にします。

本案は、提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第７号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号、南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第８ 議案第８号 南関町町民交通災害共済条例を廃止する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第８、議案第８号、南関町町民交通災害共済条例を廃止す

る条例の制定についてを議題にします。

本案は、提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号、南関町町民交通災害共済条例を廃止する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第９ 議案第９号 南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第９、議案第９号、南関町指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］
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○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第９号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号、南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１０ 議案第１０号 南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定

める条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第１０、議案第１０号、南関町地域包括支援センターの運

営及び職員の基準を定める条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１０号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号、南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準

を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１１ 議案第１１号 南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

○議長（酒見 喬君） 日程第１１、議案第１１号、南関町介護保険条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。
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質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号、南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１２ 議案第１２号 南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて

○議長（酒見 喬君） 日程第１２、議案第１２号、南関町保育の実施に関する条例を

廃止する条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号、南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制

定については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１３ 議案第１３号 南関町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
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○議長（酒見 喬君） 日程第１３、議案第１３号、南関町営住宅条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号、南関町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１４ 議案第１４号 南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

○議長（酒見 喬君） 日程第１４、議案第１４号、南関町下水道条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号、南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１５ 議案第１５号 平成２６年度南関町一般会計補正予算（第６号）につい

て

○議長（酒見 喬君） 日程第１５、議案第１５号、平成２６年度南関町一般会計補正

予算（第６号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。１１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 平成２６年度の補正予算の中身でございますけれども、

地方創生の先行型事業のことで、３億３,３００万円の補正額でございますが、そ

の補正につきましては、予算説明の折に執行部から説明を受けたものでございます

けれども、その執行先について、いろんな疑惑があるような説明があったわけでご

ざいます。しかし、決してそういうことのないように、実際施行する場合は、公募

をする場合には、ぴしゃっとした形でしていかないと、一つのなにそれを支援した

ような説明をしたわけでございますので、そういうことのないように。これがもし

そこに行ったら、行政談合といいますか、そういうことのいった例があるんじゃな

かろうかというふうな疑惑が持たれるわけでございますので、そういうことのない

ような公募の仕方をしていただきたいと思います。

以上です。

○議長（酒見 喬君） 答弁を求めますか。町長。

○町長（佐藤安彦君） 橋永議員のただいまの質問に対してお答えしますけれども、補

正予算の説明の段階で、その中で、不信を与えるような説明をしたことについて、

まずおわびを申し上げます。今後、そういった公募につきましては、皆様方にわか

りやすい、そして議会にも、また新たな説明をさせていただきながら、公募に移っ

ていき、そして事業展開をしていきたいというふうに考えていますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（酒見 喬君） ほかにありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号、平成２６年度南関町一般会計補正予算（第６号）に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１６ 議案第１６号 平成２６年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第１６、議案第１６号、平成２６年度南関町国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号、平成２６年度南関町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１７ 議案第１７号 平成２６年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第１７、議案第１７号、平成２６年度南関町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］
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○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１７号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号、平成２６年度南関町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１８ 議案第１８号 平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第１８、議案第１８号、平成２６年度南関町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号、平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１９ 議案第１９号 平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第１９、議案第１９号、平成２６年度南関町介護保険事業

特別会計補正予算（第４号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。



－207－

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第１９号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号、平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２０ 議案第２０号 平成２６年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第２０、議案第２０号、平成２６年度南関町介護サービス

事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２０号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号、平成２６年度南関町介護サービス事業特別会計補正

予算（第４号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２１ 議案第２１号 平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第４号）について
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○議長（酒見 喬君） 日程第２１、議案第２１号、平成２６年度南関町浄化槽整備推

進事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号、平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補

正予算（第４号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２２ 議案第２２号 平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第２２、議案第２２号、平成２６年度南関町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑ありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号、平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予
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算（第３号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２３ 議案第２３号 平成２６年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第

１号）について

○議長（酒見 喬君） 日程第２３、議案第２３号、平成２６年度南関町宅地分譲事業

特別会計補正予算（第１号）についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑ありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号、平成２６年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算

（第１号）については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２４ 議案第２４号 平成２７年度南関町一般会計予算について

○議長（酒見 喬君） 日程第２４、議案第２４号、平成２７年度南関町一般会計予算

についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 議案第２４号、平成２７年度南関町一般会計予算について、

登記に関する予算等が上がっておりますけど、登記が遅れないように、十分この登

記に関する事務については延滞なく行っていただくように、よろしくお願いします。

○議長（酒見 喬君） 答弁を求めますか。町長。

○町長（佐藤安彦君） 議員の質疑の登記事務についてでございますが、これまでもそ

ういったいろんな諸事情によってちょっと遅れたことがありましたけれども、人事

異動等も実施しまして、適切な事務が行われるようにということで、対応できるよ

うにしておりますので、今後そういった遅れるようなことがないよう、しっかりと
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取り組んでまいりたいと思っています。

○議長（酒見 喬君） ほかにありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号、平成２７年度南関町一般会計予算については、原案

のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２５ 議案第２５号 平成２７年度南関町国民健康保険特別会計予算について

○議長（酒見 喬君） 日程第２５、議案第２５号、平成２７年度南関町国民健康保険

特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号、平成２７年度南関町国民健康保険特別会計予算につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２６ 議案第２６号 平成２７年度南関町公共下水道事業特別会計予算につい
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て

○議長（酒見 喬君） 日程第２６、議案第２６号、平成２７年度南関町公共下水道事

業特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号、平成２７年度南関町公共下水道事業特別会計予算に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２７ 議案第２７号 平成２７年度南関町簡易水道事業特別会計予算について

○議長（酒見 喬君） 日程第２７、議案第２７号、平成２７年度南関町簡易水道事業

特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２７号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号、平成２７年度南関町簡易水道事業特別会計予算につ
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いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２８ 議案第２８号 平成２７年度南関町介護保険事業特別会計予算について

○議長（酒見 喬君） 日程第２８、議案第２８号、平成２７年度南関町介護保険事業

特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２８号、平成２７年度南関町介護保険事業特別会計予算につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２９ 議案第２９号 平成２７年度南関町介護サービス事業特別会計予算につ

いて

○議長（酒見 喬君） 日程第２９、議案第２９号、平成２７年度南関町介護サービス

事業特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第２９号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２９号、平成２７年度南関町介護サービス事業特別会計予算

については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３０ 議案第３０号 平成２７年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予算に

ついて

○議長（酒見 喬君） 日程第３０、議案第３０号、平成２７年度南関町浄化槽整備推

進事業特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３０号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号、平成２７年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予

算については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３１ 議案第３１号 平成２７年度南関町後期高齢者医療特別会計予算につい

て

○議長（酒見 喬君） 日程第３１、議案第３１号、平成２７年度南関町後期高齢者医

療特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］
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○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号、平成２７年度南関町後期高齢者医療特別会計予算に

ついては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３２ 議案第３２号 平成２７年度南関町宅地分譲事業特別会計予算について

○議長（酒見 喬君） 日程第３２、議案第３２号、平成２７年度南関町宅地分譲事業

特別会計予算についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号、平成２７年度南関町宅地分譲事業特別会計予算につ

いては、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３３ 議案第３３号 南関町過疎地域自立支援計画の変更について

○議長（酒見 喬君） 日程第３３、議案第３３号、南関町過疎地域自立支援計画の変

更についてを議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。
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ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号、南関町過疎地域自立支援計画の変更については、原

案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３４ 議案第３４号 業務委託変更契約の締結について

○議長（酒見 喬君） 日程第３４、議案第３４号、業務委託変更契約の締結について

を議題にします。

本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号、業務委託変更契約の締結については、原案のとおり

可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３５ 議案第３５号 南関町教育長の任命につき同意を求めることについて

○議長（酒見 喬君） 日程第３５、議案第３５号、南関町教育長の任命につき同意を

求めることについてを議題にします。

ここで、教育長から退席の申し出があっていますので、これを許します。

［教育長退席］
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○議長（酒見 喬君） 本案は提案理由の説明が終わっていますので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（酒見 喬君） お座りください。全員起立です。

したがって、日程第３５、議案第３５号、南関町教育長の任命につき同意を求め

ることについては、同意することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３６ 議員派遣の件について

○議長（酒見 喬君） 日程第３６、議員派遣の件についてを議題にします。

お諮りします。

議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定

しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３７ 委員会報告について

「文教厚生常任委員会・陳情付託の件」

・陳情第４号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を

求める陳情

○議長（酒見 喬君） 日程第３７、委員会報告についてを議題にします。

文教厚生常任委員会に付託しました陳情第４号、安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤改善・大幅増員を求める陳情について、委員長より審査結果報告書が提出さ

れていますので、報告を求めます。

文教厚生常任委員長、鶴地仁君。
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○文教厚生常任委員長（鶴地 仁君） 陳情審査報告を行います。

南関町議会議長、酒見喬様。

南関町文教厚生常任委員会委員長、鶴地仁。

陳情審査報告書、本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定し

たので、会議規則第９４条の規定により報告します。

受理番号、陳情第４号。

付託年月日、平成２６年１２月１６日。

件名、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情。

審査の結果、採択。

委員会の意見として、現在の医療・介護現場について調査・審査した結果、国民

の命と暮らしを守る現場は深刻な人手不足となっており、労働の実態は厳しい状況

にある。このため、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員の実現は

必要である。

したがって、本件については採択とする。

以上です。

○議長（酒見 喬君） これから質疑を行います。質疑はありませんか

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから、陳情第４号を採決します。

お諮りします。

陳情第４号に対する委員長報告は採択とすることです。

委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（酒見 喬君） お座りください。全員起立です。

したがって、陳情第４号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員

を求める陳情は、採択することに決定しました。

採決の途中ですが、１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時５４分

－－－－－－－○－－－－－－－
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○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りします。

ただいま、町長その他より、議案第３６号、南関町教育委員会委員の任命につき

同意を求めることになど、６件が提出されました。これらを日程に追加し、追加日

程第１から追加日程第６として議題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３６号、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてなど、６件を日程に追加し議題とすることに決定しました。

職員に議案の配付をさせます。

［議案書配付］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れはありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れなしと認めます。

事務局長に議案名の朗読をさせます。お願いします。

○議会事務局長（寺本一誠君） ［議案書朗読］

－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第１ 議案第３６号 南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について

○議長（酒見 喬君） 追加日程第１、議案第３６号、南関町教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについてを議題にします。

提出者の説明を求めます。町長。

○町長（佐藤安彦君） 第３６号議案、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて御説明申し上げます。

南関町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。ま

た、委員の任期は平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年でござ

います。

住所、南関町大字上長田６６６番地５。

氏名、谷口慶志郎。

生年月日、昭和３０年３月３１日生まれ、５９歳でございます。

このたび、倉岡宇正氏の任期が、平成２７年１月４日で任期満了となっておりま

したので、新たに南関町教育委員会委員に任命したいので提案するものでございま

す。
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谷口氏は昭和５３年３月に熊本大学教育学部を卒業され、昭和５３年４月から熊

本市立楠小学校に勤務、その後、産山村公立学校をはじめとして県内の各小学校で

勤務され、平成元年４月から知事部局へ出向され、熊本県商工観光労働部観光振興

課、平成２年４月には熊本県教育委員会体育保健課へ戻られ、全国スポーツレクリ

エーション祭準備室で勤務され、スポーツの振興に努められました。

また、平成４年４月から学校人事課に勤務され、平成７年４月から玉名市立梅林

小学校教頭などを歴任され、平成１１年４月からは熊本県教育委員会義務教育課に

おいて指導主事として６年間勤務され、教育行政に携わられております。

次に、平成１７年４月から南関第二小学校校長に就任され、その後、熊本県教育

委員会教育審議員を経て、義務教育課長を務められ、平成２４年４月から玉名市立

玉名中学校校長としてこれまで教育行政で培われた経験を遺憾なく発揮されており、

今年３月で定年退職の予定であります。

経歴のとおり、教育全般にわたり専門的事項についての教養と経験を持たれ、人

柄は温厚誠実で、人格も高潔であり、教育に関する識見も備えた優れた方で、当町

教育委員会委員として適任であると思われますので、御提案申し上げる次第でござ

います。

御審議の上、何卒ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議案第３６号を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（酒見 喬君） お座りください。全員起立です。

したがって、追加日程第１、議案第３６号、南関町教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについては、同意することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第２ 議員提出議案第１号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大

幅増員を求める意見書（案）

○議長（酒見 喬君） 追加日程第２、議員提出議案第１号、安全・安心の医療・介護
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の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書（案）を議題にします。

提案理由の説明を求めます。

文教厚生常任委員会委員長、鶴地仁君。

○文教厚生常任委員長（鶴地 仁君） 議員提出議案第１号、平成２７年３月１８日、

南関町議会議長、酒見喬様。提出者、南関町議会議員、鶴地仁。賛成者、南関町議

員全員、境田敏高、井下忠俊、打越潤一、本田眞二、酒見喬、立山秀喜、立山比呂

志、杉村博明、田口浩、山口純子、橋永芳政。

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書（案）。

上記の案件を南関町議会会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出します。

意見書（案）を朗読します。

厚生労働省は看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについて、５局長通知

や医師・看護職員・薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備

するため、医療分野の雇用の質の向上のための取り組みについて、６局長通知の中

で、医療従事者の勤務環境の改善のための取り組みを促進してきました。また、医

療提供体制改革の中でも、医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対

して、当該事項にかかわるワンストップの相談支援体制、医療勤務環境改善支援セ

ンターを構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう

求め予算化しています。

しかし、国民の命と暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっていま

す。そのため、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護

を実現するためにも、医師・看護師・介護職員の増員や夜勤改善を含む労働環境の

改善は喫緊の課題となっています。人口１,０００人当たりの医師数を見ると、Ｏ

ＥＣＤ諸国の平均が３.１人であるのに対して、日本は約２人にとどまっています。

絶対数では１４万人も不足しており、社会問題となってあらわれたのが、２００７

年ごろからのいわゆる救急搬送のたらい回し事例の増加です。救命救急医療の現場

では、搬送された患者の手術に順番待ちの事態が生じている有様です。帰宅もでき

ない状態が続く医師・看護師の超過勤務等々、医療現場は疲労破壊の危機を迎えて

おります。後期高齢者が急増する２０２５年問題が迫る中、医師、介護体制の確保

はまさに緊急事態であります。２０１５年度には第８次看護職員時給の見通しが策

定されますが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的な勤務環

境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要が

あります。

安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師・介護職員を大幅増

員、夜勤改善を図る対策を講じられるよう、下記の事項について国・熊本県に要望
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します。

記

１、労働時間の短縮・勤務間隔の改善に努め、大幅に労働環境を改善すること。

２、医師・看護師・介護職員など大幅に増員すること。

３、出産・育児に配慮し、短時間正規雇用制度の導入、病院内保育所の運営や施

設整備に対する支援施策の強化を図ること。また、離職者に対する職場復帰支援体

制を構築すること。

４、国民・患者・利用者の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現す

ること。

５、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保

すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２７年３月１８日、南関町議会。

宛先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣そし

て熊本県知事です。

以上です。

○議長（酒見 喬君） ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

ただいまから討論を行います。討論はありませんか。

［「ありません」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 討論なしと認めます。

これから議員提出議案第１号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

［賛成者起立］

○議長（酒見 喬君） お座りください。全員起立です。

したがって、議員提出議案第１号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・

大幅増員を求める意見書（案）は原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第３ 閉会中の継続審査について

「総務産業常任委員会・陳情付託の件」

・請願第３号 「通学路の安全確保のための歩道及び横断歩道ライ

ン・街灯設置」を求める請願書
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○議長（酒見 喬君） 追加日程第３、閉会中の継続審査の件を議題にします。

総務産業常任委員長から、目下、委員会において審査中の請願第３号の事件につ

いて、会議規則第７５条の規定によってお手元に配りました申請書のとおり、閉会

中の継続審査の申し出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。

－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第４ 閉会中の継続調査について

「文教厚生常任委員会」

○議長（酒見 喬君） 追加日程第４、閉会中の継続調査の件を議題にします。

文教厚生常任委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元に配りました、

所管事務に係る調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。

－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第５ 閉会中の継続調査について

「総務産業常任委員会」

○議長（酒見 喬君） 追加日程第５、閉会中の継続調査の件を議題にします。

総務産業常任委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元にお配りしま

した、所管事務に係る調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

追加日程第７ 閉会中の継続調査について

「議会運営委員会」

○議長（酒見 喬君） 追加日程第６、閉会中の継続調査の件を議題にします。

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元にお配りしました、

本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し

出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 以上で、本会議に付議されました案件は全て終了しました。

お諮りします。

会議規則第４５条の規定によって、今会期中の発言訂正等の字句の整理について

は、その整理を議長に一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、会議規則第４５条の規定によって処理することにいたします。

これをもちまして、平成２７年第１回南関町議会定例会を閉会します。

起立。礼。お疲れさまでした。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午前１１時１３分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

   南関町議会議長

   南関町議会議員

   南関町議会議員
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